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告 示

茨城県告示第７６６号

介護保険法 (平成９年法律第１２３号) 第７５条の規定に基づく, 事業の廃止の届け出を受理したので, 同法第７

８条の規定により告示する｡

平成１２年６月１９日

茨城県知事 橋 本 昌
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貸付対象者

資金の種類

Ａ

Ｂ貸付金のうち２
億７千万円まで
の部分

貸付金のうち２
億７千万円を超
える部分

加 工 流 通 施 設
整 備 資 金

融資機関が要綱第３の
２のア, ウ及びオの場
合

年 １.０ ％ 年 １.０ ％ 年 ０.９ ％

融資機関が上記以外の
場合

年 ０.１５％ 年 ０.１５％ 年 ０.０５％

保健機能増進施設
整 備 資 金

融資機関が要綱第３の
２のア, ウ及びオの場
合

年 １.２５％ 年 １.２５％ 年 １.１５％

融資機関が上記以外の
場合

年 ０.４ ％ 年 ０.４ ％ 年 ０.３ ％

茨城県告示第７６７号

地方自治法施行令 (昭和２２年政令第１６号) 第１５８条第１項の規定に基づき, 次のとおり, 茨城県テクノデザ

インセンターの機器の利用に係る料金の徴収事務を委託したので, 同条第２項の規定により告示する｡

平成１２年６月１９日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 受託者

株式会社ひたちなかテクノセンター

２ 委託に係る料金

茨城県テクノデザインセンターの機器の利用に係る料金

３ 委託期間

平成１２年４月１日から平成１３年３月３１日

茨城県告示第７６８号

茨城県中山間地域活性化資金利子補給金交付規程 (平成３年茨城県告示第１２８号) の一部を次のように改正する｡

平成１２年６月１９日

茨城県知事 橋 本 昌

第３条を次のように改める｡

(中山間地域活性化資金の種類及び利子補給率)

第３条 利子補給の対象となる中山間地域活性化資金の種類及び利子補給率は, 次のとおりとする｡� 加工流通施設整備資金及び保健機能増進施設整備資金の利子補給率

(注) １ ｢Ａ｣ とは, 要綱第３の３の�のアの表の注書のＡをいう｡
２ ｢Ｂ｣ とは, 要綱第３の３の�のアの表の注書のＢをいう｡� 生活環境施設整備資金の利子補給率
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貸付対象者

融資機関
農 林 漁 業 者 農 業 協 同 組 合 等

要綱第３の２のア, ウ及びオの場合 年 １.２５％ 年 １.２５％

上 記 以 外 の 場 合 年 ０.４ ％ 年 ０.４ ％

区 間 旧新の別 敷地の幅員 延 長 摘 要

水戸市笠原町９７８番４２から

水戸市笠原町９７８番４２まで

旧

メートル メートル
最大

最小

49.5

35.0
15

新
最大

最小

59.8

35.0
15 ポケットパーク
設 置

(注) １ ｢農業協同組合等｣ とは, 農業協同組合その他の農林漁業者の組織する団体又は要綱第３の１の�に規
定する第３セクターをいう｡

付 則

１ この告示は, 公布の日から施行する｡

２ この告示による改正後の茨城県中山間地域活性化資金利子補給金交付規程の規定は, 平成１２年４月２１日以後

になされた貸付けに係る中山間地域活性化資金利子補給について適用し, 同日前になされた貸付けに係るものにつ

いては, なお従前の例による｡

茨城県告示第７６９号

道路法 (昭和２７年法律第１８０号) 第１８条第１項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する｡

その関係図面は, 平成１２年６月１９日から３０日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する｡

平成１２年６月１９日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 道路の種類 県道

２ 路 線 名 水戸神栖線

３ 道路の区域

茨城県告示第７７０号

道路法 (昭和２７年法律第１８０号) 第１８条第１項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する｡

その関係図面は, 平成１２年６月１９日から３０日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する｡

平成１２年６月１９日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 道路の種類 県道

２ 路 線 名 岩瀬土浦自転車道線
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区 間 旧新の別 敷地の幅員 延 長 摘 要

真壁郡真壁町大字酒寄字和尚塚３５０番１地先から

真壁郡真壁町大字酒寄字和尚塚２１１番１地先まで
旧 (Ａ)

メートル メートル
最大

最小

8.8

5.0
42

真壁郡真壁町大字酒寄字和尚塚３５０番１地先から
真壁郡真壁町大字酒寄字和尚塚２１１番１地先まで

真壁郡真壁町大字酒寄字和尚塚２１４番２地先から
真壁郡真壁町大字酒寄字和尚塚２１０番３地先まで

(Ａ)

新

(Ｂ)

最大

最小

8.8

5.0
42

迂回路設置
最大

最小

11.2

4.0
48

３ 道路の区域

茨城県告示第７７１号

道路法 (昭和２７年法律第１８０号) 第１８条第２項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する｡

その関係図面は, 平成１２年６月１９日から３０日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する｡

平成１２年６月１９日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 路 線 名 県 道 水戸神栖線

２ 供用開始の区間 水戸市笠原町９７８番４２から

水戸市笠原町９７８番４２まで

３ 供用開始の期日 平成１２年６月１９日

茨城県告示第７７２号

道路法 (昭和２７年法律第１８０号) 第１８条第２項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する｡

その関係図面は, 平成１２年６月１９日から３０日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する｡

平成１２年６月１９日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 路 線 名 県 道 岩瀬土浦自転車道線

２ 供用開始の区間 真壁郡真壁町大字酒寄字和尚塚２１４番２地先から

真壁郡真壁町大字酒寄字和尚塚２１０番３地先まで

３ 供用開始の期日 平成１２年６月１９日

(選挙管理委員会)

茨城県選挙管理委員会告示第５９号

政治資金規正法 (昭和２３年法律第１９４号) 第６条第１項の規定による政治団体の設立届出が次のようにあった

ので, 同法第７条の２第１項の規定により告示する｡

平成１２年６月１９日

茨城県選挙管理委員会委員長 二 井 矢 敏 朗
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政治団体の名称 代表者の氏名 会計責任者の氏名 主たる事務所の所在地 届出年月日

新 政 会
(橋本まさみ後援会) 金 子 眞 弓 金 子 眞 弓 新治郡玉里村川中子1612 12. ５. １

淀川茂樹後援会 廣 木 俊 男 宮 崎 亮 一 東茨城郡御前山村長倉994 12. ５. 10

政 党 自 由 連 合
茨 城 県 本 部 郡 司 孝 夫 坂 内 譲 東茨城郡茨城町長岡187－1 12. ５. 11

政治団体の名称 代表者の氏名 会計責任者の氏名 主たる事務所の所在地 届出年月日

新 日 本 行 政 書 士
政 治 連 盟
茨 城 県 支 部

水戸市笠原町978番25
茨城県開発公社ビル５Ｆ

12. ５. ８
旧 水戸市大町３－４－36

大町ビル３Ｆ

新
小林靖男後援会

秋 田 修
12. ５. ９

旧 坂 入 計

新
茨 城 県 水 産
政 治 連 盟

篠 崎 道 雄 山 田 静 男
12. ５. 15

旧 飛 田 謙 蔵 篠 崎 道 雄

新
佐 藤 ゆ み
環境生活研究会

水戸市中央１－５－６
12. ５. 15

旧 水戸市南町３－６－27
ウィング南ビル３Ｆ

新
自民党緒川支部

栗 田 光 男 那珂郡緒川村上小瀬1986番地
12. 5. 15

旧 本 橋 典 男 那珂郡緒川村大字小舟2858番地

新
自 由 民 主 党
玉 造 支 部

坂 本 俊 彦 行方郡玉造町手賀212
12. ５. 15

旧 野 原 淳一郎 行方郡玉造町手賀1497

新
民主党茨城県総
支 部 連 合 会

水戸市中央１－５－６
12. ５. 15

旧 水戸市南町３－６－27
ウィング南ビル３Ｆ

新
民 主 党 茨 城 県
第 １ 区 総 支 部

水戸市中央１－５－６
12. ５. 15

旧 水戸市南町３－６－27
ウィング南ビル３Ｆ

茨城県選挙管理委員会告示第６０号

政治資金規正法 (昭和２３年法律第１９４号) 第７条の規定による政治団体の届出事項の異動届出が次のようにあっ

たので, 同法第７条の２第１項の規定により告示する｡

平成１２年６月１９日

茨城県選挙管理委員会委員長 二 井 矢 敏 朗
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政治団体の名称 代表者の氏名 会計責任者の氏名 主たる事務所の所在地 届出年月日

新
明日の八郷町を
考 え る 会

新治郡八郷町柿岡275
12. ５. 16

旧 新治郡八郷町小塙152

新
ぬ か が 福 志 郎
後 援 会

坂 本 常 蔵
12. ５. 16

旧 谷 田 二 郎

新
真家まさすけを
育 て る 会

新治郡八郷町柿岡275
12. ５. 16

旧 新治郡八郷町宇治会61

新
自民党旭村支部

関 根 源 三 小 沼 公 志 鹿島郡旭村上釜280－１
12. ５. 18

旧 加 藤 一 郎 梅 原 忠 勝 鹿島郡旭村勝下364

新
自民党茨城県連
友 部 支 部

海老沢 勝 男 石 崎 晃
12. ５. 18

旧 山 口 俊 一 神 崎 薫

新
自 民 党 鉾 田
西 部 支 部

小松崎 広
12. ５. 18

旧 二重作 茂兵衛

新
自民党守谷支部

小 川 一 成 又 来 成 人 北相馬郡守谷町高野646
12. ５. 18

旧 大久保 隆 司 吉 田 清 志 北相馬郡守谷町守谷甲463番地

新 税 理 士 に よ る
梶山弘志後援会

12. 5. 19
旧 税 理 士 に よ る

梶山静六後援会

新
自民党茨城県連
友 部 支 部

西茨城郡友部町南小泉1125
12. ５. 22

旧 西茨城郡友部町矢野下645

新
郡司孝夫後援会

水戸市河和田町西中曽根3956－１
12. ５. 29

旧 水戸市千波町1294－13坂内譲方

新
自由民主党茨城県
第四選挙区支部

梶 山 弘 志
12. ５. 29

旧 梶 山 静 六

新
茨城県水質保全
政 経 研 究 会

水戸市三の丸３－11－13
12. ５. 30

旧 水戸市中央２－９－２
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調 査 を 行 っ た 者 の 名 称 那珂郡那珂町

成 果 の 名 称 地籍図及び地籍簿

調査を行った地域及び期間

那珂郡那珂町大字戸崎の一部
平成１０年１２月 １ 日から
平成１１年 ２ 月１８日まで

認 証 年 月 日 平成１２年６月１２日

公 告�地籍調査の成果認証
那珂郡那珂町の下記地区における地籍調査の成果は, 国土調査法 (昭和２６年法律第１８０号) 第１９条第２項の

規定により認証した｡

平成１２年６月１９日

茨城県知事 橋 本 昌

�都市計画案の縦覧
都市計画法 (昭和４３年法律第１００号) 第２１条第２項の規定において準用する同法第１８条第１項の規定によ

り, 取手都市計画道路を変更したいので, 同法第２１条第２項の規定において準用する同法第１７条第１項の規定に

より, 次のとおり公告し, 当該都市計画の案を公衆の縦覧に供する｡

なお, 当該都市計画の案について, 縦覧期間満了の日までに茨城県知事あて, 意見書を提出することができる｡

平成１２年６月１９日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 都市計画の種類

道路 (３・４・５ 新道・みずき野線)

２ 都市計画を定める土地の区域� 追加する部分

取手市 大字下高井 字甚五郎崎の一部

大字野々井 字谷原の一部� 削除する部分

取手市 大字下高井 字甚五郎の一部

大字野々井 字谷原の一部

３ 都市計画の案の縦覧場所� 茨城県土木部都市局都市計画課� 取手市都市整備部都市計画課

４ 縦覧期間

平成１２年６月１９日から平成１２年７月３日まで
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�漁業関係法令違反者の行政処分に関する聴聞
茨城県霞ヶ浦北浦海区漁業調整規則 (昭和４３年茨城県規則第４９号) 第５１条の規定による行政処分に関する聴

聞を次のとおり行うので, 茨城県聴聞規則 (平成６年茨城県規則第８２号) 第９条の規定により公告する｡

平成１２年６月１９日

茨城県霞ヶ浦北浦水産事務所長 楳 田 昭

１ 聴聞事項 霞ヶ浦北浦海区における漁業関係法令違反者の行政処分に関する聴聞

２ 期 日 平成１２年７月５日 (水)

午前９時３０分から午後４時３０分まで

３ 場 所 茨城県土浦市真鍋５丁目１７番２６号

土浦合同庁舎 第１分庁舎 ２Ｆ 第３会議室

訓 令

茨城県訓令第１２号

茨城県交通災害見舞金等審査委員会規程の一部を改正する訓令を次のように定める｡

平成１２年６月１９日

茨城県知事 橋 本 昌

茨城県交通災害見舞金等審査委員会規程の一部を改正する訓令

茨城県交通災害見舞金等審査委員会規程 (昭和４４年茨城県訓令第３号) の一部を次のように改正する｡

第３条第２項第３号を次のように改める｡� 保健福祉部厚生総務課長

付 則

この訓令は, 公布の日から施行する｡
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